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第３章 新興感染症医療 

 

 

 

 

 

  

 

 

１ 本県における新型コロナウイルス感染症への対応状況 

 新型コロナウイルス感染症への対応については、次々と出現する変異株による爆発

的な感染拡大など、変化する状況と課題に対し、そのウイルスの特性に応じた適切な

医療の提供に向けて、通常医療との両立を図りつつ、地域医療全体の体制による対策

を実施しました。 

 

(1) 感染状況 

○ 新型コロナウイルス感染症については、令和２年(2020年)１月に国内で初めて感

染が確認され、同年３月には県内で感染第１例目が確認されました。 

○ 以降、アルファ株やデルタ株など、次々に出現する新たな変異株への置き換わり

を伴いながら、感染拡大を繰り返し、その都度、医療提供体制等への負荷が高まり

ました。 

  ○ 特に、令和４年(2022年)以降は、感染力が非常に強いオミクロン株の影響により、

大規模な感染拡大が発生し、従来株による発生初期と比較すると重症度は低下した

ものの、感染者数の大幅な増加に伴い、社会福祉施設等での集団感染が多発すると

ともに、外来や入院体制等への負荷が大きく高まりました。 

 

図１ 新規感染者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和２年(2020年)からの新型コロナウイルス感染症対応における教訓を踏まえ、今

後、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある、新興感染症の発生・ま

ん延時においても、必要な医療を迅速かつ確実に提供することができるよう、平時か

ら、関係機関の連携による体制の確保を図ります。 

第１節 現状と課題  
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(2) 入院体制 

○ 令和２年(2020年)の県内発生当初、陽性確定者は全例、感染症指定医療機関(４医

療機関40床)に入院し加療する体制としましたが、その後、全国各地での感染状況等

を踏まえた、県内での感染拡大に備え、県内医療機関に入院病床の提供を要請し、

受入病床の確保を図りました。 

○ また、通常医療との両立を念頭に、感染状況に応じて、段階的に受入病床の拡充

を図るとともに、重症者や、特別な配慮が必要な患者(小児、妊産婦、透析、精神疾

患等)の入院受入にも対応するため、各医療機関の機能に応じた体制の構築を図り

ました。 

○ 繰り返す変異株の出現に伴う感染拡大に対応し、患者の症状や重症化リスク等に

応じた、円滑な入院調整と適切な療養支援を行うため、トリアージ基準を適宜設定・

運用しました。 

○ 度重なる感染拡大に対応し、多くの患者を適切な療養へとつなげるため、保健所

や県調整本部、医療機関等で患者情報をリアルタイムに共有し、円滑な入退院調整

を行うための、県独自の患者情報共有システム(ＹＣＩＳＳ)を開発・導入しました。 

○ こうした、多くの入院患者に受入対応する病床の効率的活用のため、新型コロナ

ウイルス感染症の治療終了後にも、引き続き入院治療が必要な患者の受入先として

の後方支援医療機関の確保に努めました。(87医療機関：令和５年(2023年)２月時

点) 

図２ 確保病床数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 外来診療体制 

○ 感染者を早期に確認するため、県内未発生の令和２年(2020年)２月に、公立・公

的医療機関を中心として、海外渡航歴などのある感染疑い患者を診察する「帰国者・

接触者外来」(22医療機関)を設置するとともに、各保健所に、電話での相談を通じ、

疑い患者を「帰国者・接触者外来」に受診調整する「帰国者・接触者相談センター」

を設置しました。 

○ その後の感染拡大以降は、発熱患者等が、かかりつけ医等の地域で身近な医療機

関を相談・受診し、必要に応じて検査を受けることができるよう、「診療・検査医療

機関」を指定し、発熱患者等の円滑な受診に資するよう、県ホームページ上で公表

するとともに、順次指定数の拡充を図りました。 
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   図３ 診療・検査医療機関指定数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 自宅等療養支援体制 

○ 感染者数の増加に対応し、入院治療を要さない軽症者等の療養先として、民間宿

泊業者及び医療機関等との連携の下、県東部、中央部、西部に宿泊療養施設を設置・

運用しました。 

○ 特にオミクロン株のまん延による感染者数の急増以降、感染者のほとんどが軽症・

無症状といったウイルスの特徴を踏まえ、感染者の状態によって自宅療養も可能と

し、安心・安全に療養できるよう、地域の医療機関等による健康観察や症状悪化時

等の診療の実施、医薬品対応など、自宅療養支援体制を整備しました。 

○ 医療機関や高齢者施設等での集団感染発生時、施設内の感染制御や職員等への感

染対策指導、患者の医療機関への搬送調整等の支援に向けて、医師・看護師等で随

時チームを編成し、施設等からの要請に基づき派遣を行う制度を運用しました。 

 

(5) 検査体制 

○ 県内における感染拡大状況を踏まえ、地方衛生研究所である環境保健センターの

検査機器を増設するとともに、感染症指定医療機関への検査機器の導入、保健所へ

の自動遺伝子検査装置(ＴＲＣ)の導入等を通じ、県全体での病原体検査能力の向上

を図りました。 

○ 環境保健センターを中心としてウイルスのゲノム解析を実施し、新たな変異株の

早期探知及び変異株の発生動向の監視等に取り組みました。 

○ 変異株等による感染拡大に対応するため、薬局や民間検査機関等との連携の下、

臨時検査会場や検査キット配布会場の設置等、大規模検査を実施するとともに、高

齢者施設等の従事者を対象とした集中的検査を実施しました。 

 

(6) 保健所体制等 

  ○ 感染状況等に対応し、必要な人員の確保や業務の重点化等を通じて、保健所の体

制の強化等に取り組みました。 

  ○ 医療機関や社会福祉施設等を対象に、感染対策等に係る研修を随時実施するとと

もに、変化する状況や課題等に対応するため、医療機関等との会議を適宜実施し、

情報共有や連携強化等を図りました。 
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２ 今後の新興感染症への対応 

○ こうした新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、次の新興感染症の発生・ま

ん延時に迅速かつ適確に対応するためには、平時から、関係機関等との連携及び役割

分担の下、入院体制や外来診療体制、後方支援体制等、感染初期から速やかに立ち上

がり確実に機能する、通常医療との両立も考慮した医療提供体制の整備を図ることが

必要です。 

○ また、感染拡大状況に対応し、より多くの療養者に対応できる医療提供体制や、か

かりつけ医、かかりつけ薬剤師等の地域で身近な医療機関等に相談・受診できる体制

の整備、自宅や高齢者施設等を含めた療養支援体制の整備等に取り組むことも必要で

す。 

○ 加えて、地域における感染症対策の中核的機関である保健所について、平時から感

染症の拡大を想定した体制整備や、環境保健センターを中心に、関係機関と連携した、

感染初期からまん延期まで円滑かつ十分な検査が実施できる体制を整備することが必

要です。 

○ また、これらの体制整備・強化に当たっては、平時より、医療機関をはじめ、保健

所や環境保健センター等における、専門性を有する人材の確保、養成及び資質の向上

に計画的に取り組むことが重要です。 

 

 

  

１ 目指すべき方向（取組事項） 

新興感染症医療の確保・充実に向け、令和６年(2024年) 月に改定した「山口県感染

症予防計画」に沿って、次のような体制整備等に取り組みます。 

 (1) 次の感染症危機に備えるための平時からの対策の充実 

＜取組事項＞ 

① 地域の医療関係機関との連携・役割分担の推進  

② 感染症への対応力強化を目指した、保健所や環境保健センター、拠点医療機関

の機能強化 

③ 感染症についての専門性を有する人材の計画的な確保・育成 

 

 (2) 新興感染症の発生初期から速やかに立ち上がり機能する医療体制の整備 

＜取組事項＞ 

①  感染症への感染を疑う者等への診療・検査体制の整備 

② 感染症患者を入院させ、必要な治療を行う医療体制の整備 

③ 感染症患者への対応を行う医療機関への支援体制の整備 

④ 病原体検査手法の早期確立と検査能力の確保 

 

第２節 目指すべき方向と関係者の連携体制  
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(3) 新興感染症のまん延時においても必要な医療が提供される体制の整備 

＜取組事項＞ 

① 多くの療養者に対応可能な医療提供体制の整備 

② 保健所や関係機関の連携による、健康観察・療養支援体制の整備 

③ 高齢者施設等における感染拡大防止や医療支援体制の整備 

④ 感染状況に応じた適切な検査体制の整備 

 

２ 関係者の連携体制の構築 

○ 医療関係団体等で構成される県感染症対策連携協議会等も活用しながら、目指すべ

き体制の構築に向け、関係者が担うべき役割を踏まえ取組を進めます。 

関係者に求められる事項については、183頁から184頁に整理・記載しています。 

また、各機能を担う医療機関名について、県のホームページに掲載し、必要に応じ

更新します。 

○ 新興感染症への対応として、まずは感染症指定医療機関を中心とし、流行初期の一

定期間からは協定指定医療機関を含めて感染症患者に対応する二次保健医療圏を基本

としますが、重症者や特に配慮が必要な患者(小児、妊産婦等)への対応や、県内外の

感染状況に応じた広域的な医療人材の応援派遣を行う観点から、圏域を越えた連携・

支援体制を整備します。 

 

 

 

１ 次の感染症危機に備えるための平時からの対策の充実  

(1) 地域の医療関係機関との連携・役割分担の推進 

○ 全国的かつ急速なまん延が想定される新興感染症については、入院患者及び外来

受診者の急増が見込まれることから、これまでの新型コロナウイルス感染症への対

応を念頭に、平時から、各医療機関の機能や役割に応じ、感染症法に基づく医療措

置協定の締結等により、当該感染症の患者の入院体制や外来診療体制、後方支援体

制等の確保を図ります。 

○ また、新興感染症の発生・まん延時においても、感染症医療と通常医療を両立す

るため、平時から、各疾病・事業の協議会等において、救急医療をはじめとした、

がんや循環器疾患、糖尿病等の医療機関の機能や役割を踏まえた連携体制の構築を

図ります。 

○ 併せて、県感染症対策連携協議会等の医療関係団体との連携体制を通じて、重症

者や、特に配慮が必要な患者(小児、妊産婦等)を含めた感染症患者等の受入体制の

確保を図ります。 

 

 

 

第３節 施策  
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(2) 感染症への対応力強化を目指した、保健所や環境保健センター、拠点医療機関の機

能強化 

○ 保健所が地域の感染症対策の中核的機関として、積極的疫学調査等の専門的業務

を十分に実施するため、また、感染拡大時にあっても健康づくり等地域保健対策も

継続するため、平時から感染症の拡大を想定した、保健所における体制整備を図り

ます。 

○ 本県唯一の第一種感染症指定医療機関である県立総合医療センターの拠点機能の

強化や、環境保健センターの検査機能等の強化等を計画的に実施します。 

 

(3) 感染症についての専門性を有する人材の計画的な確保・育成 

○ 新型コロナウイルス感染症への対応経験などから、今後、新興感染症対策に対応

できる知見を有する人材の必要性が高まっていることを踏まえ、山口大学等とも連

携し、感染症に関する幅広い知識や研究成果の医療現場への普及等の役割を担うこ

とができる人材の確保、養成及び資質の向上に向けた取組を進めます。 

○ 保健所、環境保健センター及び指定医療機関等の職員を国立保健医療科学院、国

立感染症研究所等で実施される感染症対策・感染症の検査等に関する研修会等に積

極的に派遣し、感染症対策に携わる職員等の専門性の向上を図るとともに、その人

材の活用等に努めます。 

○ 第一種及び第二種協定指定医療機関を含む感染症指定医療機関においては、平時

から、感染症対応を行う医療従事者等に対し、新興感染症の発生を想定した必要な

研修や訓練の実施、又は国や県若しくは医療機関が実施する当該研修や訓練に医療

従事者の参加を促すことで、新興感染症の発生及びまん延時における診療等の体制

強化に努めます。 

また、協定に沿って、感染症医療担当従事者等を他の医療機関、宿泊療養施設、

高齢者施設等に派遣できるように、平時から研修や訓練の実施に努めます。 

 

２ 新興感染症の発生初期から速やかに立ち上がり機能する医療体制の整備 

(1) 感染症への感染を疑う者等への診療・検査体制の整備 

○ 新興感染症の海外発生事例の確認等により、保健所を窓口とした、疑い患者の診

療・検査実施から陽性確定時の感染症指定医療機関等への入院実施まで、一連の手

続きについての確認を行います。 

○ 新興感染症の国内発生確認と感染症法に基づく発生の公表後においては、感染症

指定医療機関に加え、協定に基づき初動対応を行う指定医療機関において、感染疑

い患者への診療・検査の実施に向けた体制整備を図ります。 

 

(2) 感染症患者を入院させ、必要な治療を行う医療体制の整備 

○ 国内での新興感染症発生早期(新興感染症発生から感染症法に基づく発生の公表

前まで)の段階においては、感染疑い事例を含め、第一種及び第二種感染症指定医療
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機関の感染症病床を中心に対応します。 

○ 発生公表後の流行初期の一定期間（３箇月を基本として必要最小限の期間を想定）

においては、感染症指定医療機関及び初動対応を行う協定指定医療機関において、

患者の治療や知見の収集を目的とした入院受入について、協定等に基づく体制整備

を図るとともに、国を通じて得られた国内外の最新の知見等について、随時周知を

図ります。 

 

(3) 感染症患者への対応を行う医療機関への支援体制の整備 

○ 感染症指定医療機関や、協定に基づき初動対応を行う指定医療機関の受入体制が

十分に機能するよう、外部医療機関からの医療人材の応援派遣の実施や、感染症対

応により一時的に制約を受ける他の疾病等の診療機能について、関係機関による連

携体制の構築を図ります。 

 

(4) 病原体検査手法の早期確立と検査能力の確保 

○ 新興感染症の検査方法について、環境保健センターにより、国内外における症例

や知見等の収集・分析を行い、国立感染症研究所と連携して病原体の検査手法の早

期確立を図ります。 

○ 国内における感染発生初期から、環境保健センターを中心として、協定に基づく

医療機関や民間検査機関との連携により、一定の感染拡大を想定した検査能力の確

保・向上を図るとともに、変異株の発生動向の監視等に向けたゲノム解析の実施体

制の整備を図ります。 

 

３ 新興感染症のまん延時においても必要な医療が確実に提供される体制の整備 

(1) 多くの療養者に対応可能な医療提供体制の整備 

○ 発生の公表後６箇月以内を目途に、病原体の分析等により既に得られた治療法な

どに基づき、感染者の症状等に応じた適切な治療・診療の提供が可能となるよう、

圏域単位で医療機関等の具体的な役割・対応等(病床、発熱外来、自宅療養者等に対

する医療の提供、後方支援等)について、新型コロナウイルス感染症における最大規

模の体制を踏まえ、協定に基づく体制整備を図ります。 

○ 感染状況に応じた病床のフェーズ運用が可能となるよう、国が示す考え方も参考

に、県感染症対策連携協議会や地域の関係者間で、入院対象者等の範囲を明確にし

ながら、情報通信技術(ＩＣＴ)も効果的に活用しつつ、患者の療養先の振り分けや

入院調整を行います。 

 

(2) 保健所や関係機関の連携による健康観察・療養支援体制の整備 

○ 自宅療養者等への健康観察について、必要に応じて医療関係団体等への委託や地

域の医療関係者への協力を求めるとともに、健康観察や食事の提供等の生活支援に

ついて、県内市町と協力・連携して実施することとし、県と市町間の情報共有を進

めます。 
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○ 医療提供体制の補完や症状等に応じた適切な療養環境の確保等のため、民間宿泊

業者等との協定に基づき、宿泊療養施設の確保・運営を行います。 

 

(3) 高齢者施設等における感染拡大防止や医療支援体制の整備 

○ 高齢者など重症化リスクの高い方が生活する社会福祉施設等での集団感染発生時

には、感染制御や業務継続支援、感染者の症状等に応じた適切な治療の実施に向け

て、施設からの要請に基づく支援チームの早期介入を目指します。 

○ 感染拡大状況に応じ、外部支援の必要な高齢者施設等に派遣可能な医師・看護師

について、より多くの医療機関との協定締結に基づき、必要な人材確保を図ります。 

 

(4) 感染状況に応じた適切な検査体制の整備 

○ 感染状況等に応じた的確な検査の実施目的に沿って、感染経路の特定や感染拡大

防止に向けた集中的検査の実施など、医療機関や薬局、民間検査機関との連携によ

る検査体制の整備を図ります。 

○ 国内発生から一定の感染拡大時期を経て、国により新たに開発された検査・治療

に係る手法について、感染症指定医療機関等を中心に早期の導入を図るとともに、

その活用状況や臨床知見と併せ、多くの医療機関等への普及を図ります。 
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 新興感染症医療に係る数値目標を以下のとおり設定します。 

指    標  現 状(注) 目標数値 

第一種協定指定医療機関(入院)の確保病床数 640床 640床程度 

第二種協定指定医療機関(発熱外来)の機関数 607機関 600機関程度 

第二種協定指定医療機関

(自宅療養者等への医療の

提供)の機関数 

病院・診療所 329機関 320機関程度 

薬局 453機関 450機関程度 

訪問看護事業所  55機関  50機関程度 

協定締結医療機関(後方支援)の機関数  87機関  80機関程度 

協定締結医療機関(医療人材派遣)の派遣可能

な医療人材数 

医 師  50人 

看護師 103人 

医 師 50人程度 

看護師 100人程度 

(注)「現状」は新型コロナウイルス感染症対応における最大規模の体制。なお、確保病床数については感染症病床及び

結核病床を除く病床数であり、発熱外来については地域外来・検査センターを除く医療機関数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 数値目標  
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新興感染症医療の医療連携体制 ※二次保健医療圏ごとのイメージ 

○感染発生早期～流行初期の一定期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○流行初期の一定期間経過以降 

医療人材派遣 

感染症指定医療機関 

第一種協定指定医療機関 

（病床確保） 

第二種協定指定医療機関 

（発熱外来） 

協定締結医療機関 

（後方支援） 

新興感染症患者 

感染を疑う者 

感染症患者以外 

の患者 

入院受入 入院受入 

新興感染症患者の 

受入により縮小する

診療機能を補完 

新興感染症の回復 

患者の転院受入 

受診 

検査陽性 

新興感染症患者の受入により

不足する人員体制を補完 

積極的疫学調査、 

トリアージ、移送 等 

連携 
協定締結医療機関 

（医療人材派遣） 

・ 

第二種協定指定医療機関 

（自宅療養者等への医療の提供） 

自宅・ 

宿泊療養施設 

療養支援 療養支援 

集団感染対応 

高齢者施設等 

保健所 

医療人材派遣 

協定締結医療機関 

（医療人材派遣） 

感染症指定医療機関 

第一種協定指定医療機関 

（病床確保） 

第二種協定指定医療機関 

（発熱外来（帰国者・接

触者外来）） 

協定締結医療機関 

（後方支援） 

新興感染症患者 

感染を疑う者 

感染症患者以外 

の患者 

入院受入 
入院受入 

新興感染症患者の 

受入により縮小する

診療機能を補完 

相談 

新興感染症患者の受入により

不足する人員体制を補完 

積極的疫学調査、 

入院調整、移送 等 
検査陽性 

受診調整 

検体確保・搬入 

保健所 

環境保健センター 
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関係者に求められる事項 

病床確保 

機能 ○ 新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する機能 

目標 ○ 新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制（確保病床数）を目指すこと 

医療機関 

 

○ 新興感染症の発生・まん延時に、県との協定に基づき感染症患者の入院受入をおこなう医療機関 

（第一種協定指定医療機関） 

求められる

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染症対応の重点医療機関の施設要件も参考に、確保している病床であって、

酸素投与及び呼吸モニタリングが可能で、また、県からの要請後速やかに（２週間以内を目途に）即

応病床化するほか、関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院内感染対策（ゾー

ニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等）を適切に実施し、入院医療を行うこと 

○ 確保病床を稼働（即応化）させるためには、医療従事者の確保も重要であり、協定締結医療機関は、

自院の医療従事者への訓練・研修等を通じ、対応能力を高めること 

○ 新興感染症の発生時から中心となって対応する感染症指定医療機関は、新興感染症についての知見

の収集及び分析を行うこと 

○ 重症者用病床の確保に当たっては、重症の感染症患者に使用する人工呼吸器等の設備や、当該患者

に対応する医療従事者（人工呼吸器に関する講習受講や、集中治療室等における勤務ローテーション

による治療の経験を有する医療従事者）の確保に留意すること 

○ 重症者病床の確保に伴い、患者の生命に重大な影響が及ぶおそれのある通常医療（例えば、脳卒中

や急性心筋梗塞、術後に集中治療が必要となる手術等）が制限される場合も考えられることから、後

方支援を行う医療機関との連携体制も重要であること 

○ 特に配慮が必要な患者の病床確保に当たっては、国等から周知等される配慮を踏まえるとともに、

新型コロナウイルス感染症で対応してきた、各患者の特性に応じた体制確保等についての内容のほ

か、関係機関等との連携などに留意すること 

 

 

発熱外来 

機能 ○ 新興感染症の疑似症患者等の診療を行う機能 

目標 ○ 新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制（診療・検査医療機関数）を目指すこと 

医療機関 

 

○ 新興感染症の発生・まん延時に、県との協定に基づき感染症患者の外来診療をおこなう医療機関 

（第二種協定指定医療機関） 

求められる

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染症対応の診療・検査医療機関の施設要件も参考に、発熱患者等専用の診察

室（時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。）を設けた

上で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医療機関等と情報共有して、発熱患

者等を受け入れる体制を有するほか、関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院

内感染対策（ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等）を適切に実施し、発熱外

来を行うことを基本とすること 

○ 地域の診療所が新興感染症医療を行うことができる場合は、可能な限り協定を締結することとし、

また、新興感染症医療以外の通常医療を担う診療所も含め、日頃から患者のことをよく知る医師、診

療所等と、新興感染症医療を担う医療機関が連携することが重要であること 

○ 地域の診療所が新興感染症医療以外の通常医療を担っている場合は、患者からの相談に応じ発熱外

来等の適切な受診先の案内に努めること。その際は、当該患者に対して、自身の基礎疾患等や、受け

ている治療内容、当該診療所での受診歴などの情報を当該受診先に伝えること等を助言すること 
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自宅療養者等への医療の提供 

機能 ○ 居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し医療を提供する機能 

目標 
○ 新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制（自宅・高齢者施設等での療養支援を行

う病院・診療所、薬局及び訪問看護事業所）を目指すこと 

医療機関 

 

○ 新興感染症の発生・まん延時に、県との協定に基づき感染症患者の療養支援をおこなう医療機関 

（第二種協定指定医療機関） 

求められる

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染症対応と同様、病院・診療所は、郡市医師会等の関係者と連携・協力した

体制整備を行い、必要に応じ、薬局や訪問看護事業所と連携し、また、各機関間や事業所間でも連携

しながら、往診やオンライン診療等、訪問看護や医薬品対応等を行うこと 

○ 自宅療養者等が症状悪化した場合に入院医療機関等へ適切につなぐこと 

○ 診療所等と救急医療機関との連携も重要であること 

○ 関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、感染対策（ゾーニング、換気、個人防

護具の着脱等を含む研修・訓練等）を適切に実施し、医療の提供を行うことを基本とすること 

○ 患者に身近な診療所等が自宅療養者への医療を行う際は、患者の容態の変化等の場合に迅速に医療

につなげるためにも、あわせてできる限り健康観察の協力を行うこと 

○ 高齢者施設・障害者施設等の入所者が施設内で療養する際、必要な場合に医師や看護師による往診・

派遣等の医療を確保できる体制とすることは重要であり、医療従事者の施設への往診・派遣等の必要

な対応を行うこと 

○ 薬局については、必要な体制整備を行い、県からの要請を受けて、発熱等患者の医薬品等対応（調

剤・医薬品等交付・服薬指導等）を行うこと 

 

後方支援 

機能 ○ 新興感染症患者以外の患者に対し医療を提供する機能 

目標 ○ 新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制（後方支援医療機関数）を目指すこと 

医療機関 
○ 新興感染症の発生・まん延時に、県との協定に基づき新興感染症の対応を行う医療機関の後方支援

を行う医療機関 

求められる

事項 

 

 

○ 新興感染症の発生・まん延時において、各圏域内における通常医療の確保のため、特に流行初期の

感染症患者以外の患者の受入や感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入を行うこと 

○ 新型コロナウイルス感染症対応での実績を参考に、自治体や県医師会、県病院協会、既存の関係団

体間連携の枠組み等と連携した上で、感染症患者以外の受入を進めること 

 

医療人材派遣 

機能 ○ 新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の機関に派遣する機能 

目標 ○ 新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制を目指すこと 

医療機関 ○ 新興感染症の発生・まん延時に、県との協定に基づき医療人材の派遣を行う医療機関 

求められる

事項 

○ 医療人材派遣の協定締結医療機関は、自機関の医療従事者への訓練・研修等を通じ、対応能力を高

めること 

 


